
平成２９年１１月１０日
群馬県健康福祉部

地域包括ケア推進室
認知症専門官 神山智子

認知症の方もご家族も
いきいきと暮らす群馬県を目指して

第8回地域包括ケア応援セミナー
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医務課

介護高齢課
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群馬県
人口：1,973,115人（国勢調査H27.10.1現在）
高齢化率（65歳以上）：27.6

（20.7の町～60.5の村）
市町村数：３５（中核市2、市10、町15、村8）

（7名体制）
室長 医療・介護連携推進係（3名）

在宅医療・介護連携推進、
地域リハビリテーション
地域医療介護総合確保基金、
医療費適正化計画

認知症 認知症・地域支援係（2名）
専門官 認知症施策、高齢者虐待防止
(係長兼務) 地域包括支援センター支援、

介護予防、地域支援事業交付金、
市民後見人

H27年度、医療・介護連携推進のため4名体制で発足
H29年度、介護高齢課から認知症・地域支援係業務が移管
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約160万人 約160万人

群馬県の年齢３区分別人口推移と推計②

昭和40年
と同じ
160万人
ですが



圏域別総人口の将来推計

※H22(2010)を100とした時の指数
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（国立社会保障・人口問題研究所資料より作成）
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※H22(2010)を100とした時の指数

（国立社会保障・人口問題研究所資料より作成）
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圏域別85歳以上人口の将来推計

※H22(2010)を100とした時の指数
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群馬県の年齢別の要介護認定率（平成26年10月）

（単位：千人） （認定率：％）

７５歳を境に認定率が上昇
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群馬県の認知症高齢者の推計値

(単位：万人）

平成27年 平成32年 平成37年 平成42年

各年齢の認知症有病率が一定の場合の推計 8.5 9.9 11.1 12.1
(高齢者人口に対する率％） 15.7% 17.2% 19.0% 20.8%
各年齢の認知症有病率が糖尿病有病率の上昇に伴い
上昇する場合の推計

8.7 10.4 12 13.5

(高齢者人口に対する率％） 16.0% 18.0% 20.6% 23.2%

2025年（平成37年）には65歳以上の高齢者5人に一人は認知症の人



相談窓口

地域包括支援センター

•高齢者関係の相談全般、介護予防の相談、高齢者の権利
の相談など介護・福祉・医療等さまざまな方面の相談を
受け付けます。

•地域包括支援センターには、保健師、社会福祉士、主任
介護支援専門員等が配置されています。

•所在地は、市町村役場、保健センター、委託法人など市
町村によって異なります。

•連絡先等は、市町村介護保険担当課に御相談ください。

各市町村にあります！



総合相談支援業務

主任ケア
マネジャー等

介護予防
ケアマネジメント業務

保健師等

社会福祉士等

行政機関、保健所、医療

機関など必要なサービスにつなぐ

多面的（制度横断的）支援
の展開

介護サービス

成年後見制度

地域権利擁護

医療サービス

ヘルスサービス

虐待防止

ボランティア

民生委員

介護相談員

チームアプローチ

権利擁護業務

包括的・継続的ケアマ
ネジメント支援業務

・「地域ケア会議」等を通じた自立
支援型ケアマネジメントの支援

・ケアマネジャーへの日常的個別指
導・相談

・支援困難事例等への指導・助言

住民の各種相談を幅広く受け付け
て、制度横断的な支援を実施

：包括的支援事業（地域支援事業の一部）

：介護予防支援（保険給付の対象）

介護予防支援

要支援者に対するケアプラン作成

※ケアマネ事業所への委託が可能

総合事業対象者に対する介護予防
ケアプランの作成など

・成年後見制度の活用促進、
高齢者虐待への対応など

地域包括支援センターの業務

地域包括支援センターは、第一号介護予防支援事業（居宅用支援被保険者に係るものを除く）及び第115条の45第2項各号に掲げる事
業（以下「包括的支援事業」という。）その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のため
に必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。（介護保険法第
115条の46第１項）

在宅医療・介護連携
推進事業

認知症施策推進事業

生活支援体制整備事業

※地域包括支援セン
ター以外に業務を委託
することも可能である
が、委託先とセンター
が連携できる体制を構
築することが必要



H26年4月1日時点 H27年4月1日時点 H28年4月1日時点 H29年4月1日時点

設置保険者数 ３５ １００％ ３５ １００％ ３５ １００％ ３５ １００％

センター設置数 ５２ ９０ ９８ １０２

直営 ３０ ５７．７％ ２８ ３１．１％ ２８ ２８．６％ ２８ ２７．５％

委託 ２２ ４２．３％ ６２ ６８．９％ ７０ ７１．４％ ７４ ７２．５％

委託
先

社会福祉法人 １２ ２３．１％ ３１ ３４．５％ ３５ ３５．７％ ３６ ３５．３％

社協 ４ ７．７％ ７ ７．８％ ７ ７．１％ ７ ６．９％

医療法人 ３ ５．８％ １５ １６．７％ １８ １８．４％ ２１ ２０．６％

社団法人 １ １．９％ １ １．１％ １ １．０％ １ １．０％

財団法人 １ １．９％ ３ ３．３％ ４ ４．１％ ４ ３．９％

株式会社 ０ ０％ ２ ２．２％ ２ ２．０％ ２ ２．０％

ＮＰＯ法人 ０ ０％ ０ ０％ ０ ０％ ０ ０％

その他 １ １．９％ ３ ３．３％ ３ ３．１％ ３ ２．８％

群馬県内 地域包括支援センター設置状況の推移



認知症専門医による指導の下（司令塔機能）に早期診断、早期対応に向けて以下の体制を地域包括支援センター等に整備

○認知症初期集中支援チーム－複数の専門職が認知症が疑われる人、認知症の人とその家族を訪問（アウトリーチ）し、認知症の専門医による鑑別診断等を
ふまえて、観察・評価を行い、本人や家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行う。

○認知症地域支援推進員 －認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、地域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業
所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う。

診断・指導

指導・助言

地域包括支援センター・認知症疾患医療センター等に設置

紹介

診断・指導

紹介

情報提供・相談

複数の専門職による個別の訪問支援
（受診勧奨や本人・家族へのサポート等）

（個別の訪問支援）

（専任の連携支援・相談等）

保健師・看護師等

連携

認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員について

認知症サポート医

である専門医（嘱
託）

○ 専門的な鑑別診断
○ 定期的なアセスメント
○ 行動・心理症状外来対応
○ 地域連携

●認知症初期集中支援チーム
●専門医療機関（認知症疾患医療センター等）

●認知症地域支援推進員

地域の実態に応じた認知症施策の推進
（医療・介護・地域資源と専門相談等）

●かかりつけ医・歯科医

①訪問支援対象者の把握、②情報収集（本人の生活情報や家族の状況など）、③観察・評価（認知機能、生活機能、行動・心理症状、家族の介護負担度、身体の

様子のチェック）、④初回訪問時の支援（認知症への理解、専門的医療機関等の利用の説明、介護保険サービス利用の説明、本人・家族への心理的サポート）、

⑤専門医を含めたチーム員会議の開催（観察・評価内容の確認、支援の方針・内容・頻度等の検討）、⑥初期集中支援の実施（専門的医療機関等への受診勧

奨、本人への助言、身体を整えるケア、生活環境の改善など）、⑦引き継ぎ後のモニタリング

≪認知症初期集中支援チームの主な業務の流れ≫

指
導

助
言

相
談

情
報
提
供

医療系＋介護系職員（保健師、看護師、介
護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士
等）

訪問担当者
相
談

情
報
提
供

指
導

助
言

近隣地域

本
人

家
族

訪問（観察・評価）

専門医

派遣

日常診療

診療

相談
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市町村、地域包括支援センター、施設、認知症サポーター、高校生ボランティア、商工関係者、
農家等の多数の関わりにより、誰でも気軽に集まれる場所（カフェ）をつくり、介護者を支援する。

企画書 「認知症カフェ」の取組
テーマ概要

○介護は肉体的・精神的な負担が大きい
○こころのケアをしてもらいたい
○同じ悩みを持つ人が集える場がほしい

介護する家族

○認知症サポーターの活躍の場がほしい
○ボランティアする場がほしい

ボランティア

○介護家族が社会から孤立してしまう
○高齢者・障害者の虐待が減らない

行政など

○介護者同士の交流で悩みを共有！
（相互支援：ピアサポート）

○ストレス発散、息抜きできる！
○専門職からアドバイスがもらえる！

○困っている人の役に立てる！
（活躍の場の創出）

○もっと要介護高齢者等の役に立ちたい！
（活動意欲の向上）

○地域全体で支える気運醸成ができる！
（地域包括ケアの推進）

○虐待を未然防止できる！
○緊急に支援が必要な人は専門相談機関
に繋げられる！

現状の課題 期待される効果 今後の検討事項

介護者カフェの運営モデル

カフェの運営主体の発掘、支援方法

介護者のストレス解消への
効果的な支援方法

ボランティア、認知症サポーター等
の意欲を引き出す運営手法

孤立しがちな介護者を
地域社会に繋げる方策

農家

医師
看護師

ご近所

認知症サポーター
高校生ボランティア

商工関係者

ゆっくり
話したい

サポーター
活動できる

ボランティア
したい

ご近所付き合い
できる

食材がPR
できる

空き店舗
対策に

ナマの声が
聞きたい

会場の斡旋

食材提供

アドバイス

運営補助
傾聴

孤立防止
したい

相談
アドバイス

相談

おしゃべり

介護職員
ケアマネージャー

運営補助
傾聴

要支援者
の把握

相談

介護者

認知症高齢者・障害者を介護する家族を中心に誰もが気軽に
立ち寄れる場所（カフェ）を開催する。
◆実施主体 ：社会福祉施設、ＮＰＯ、医療機関、家族会、

社会福祉協議会など
（社会福祉法人の社会貢献事業としての実施も含む）

◆運営メンバー ：社会福祉施設職員、医療従事者、地域住民、
：ボランティア、認知症サポーターなど

◆開催場所 ：社会福祉施設、街なかの空き店舗、空き家など
◆カフェの内容 ：お茶・コーヒー、県産食材の軽食を提供する

☆介護家族同士の交流促進
☆食材の地産地消の推進

専門職に気軽に相談できる
☆適切な介護・相談等サービスへのアクセス

ボランティアスタッフを活用する
☆認知症サポーター等の活躍の場の創出

県の役割

★運営立ち上げ支援
★運営モデルの提示

介護者に焦点をあてて、地域の人を活用する

ヤングケアラー、
ダブルケアラーを含む

♪

介護者

相互の支援



H28年度末現在
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認知症カフェ開設状況

＜設置主体＞ ア 市町村
イ 地域包括支援センター
ウ 認知症疾患医療センター
エ 介護サービス施設・事業者(ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、有料老人ﾎｰﾑ等)
オ 社会福祉法人
カ NPO法
キ その他(社協等)

開設市町村名 認知症カフェ数

前橋市 1 
高崎市 31 
桐生市 11

伊勢崎市 4 
太田市 3
沼田市 3
館林市 1
富岡市 1 
安中市 1

みどり市 1 
吉岡町 1

みなかみ町 1
玉村町 1 
大泉町 1 
合 計 61 

H29.9.25
第1回

若年性認知症カフェ
実施



要介護高齢者

介護・予防

特養・老健・介護
事業所など

生活支援

医療

家族

理解の醸成住まい

医療連携拠点機能
(医師会等)

地域包括支
援センター
が中心

市町村

連携

ケアマネジャー

退院支援

薬局

県内どの地域で
も

支援

群馬県

地域包括ケアシステム
時代に合った住民の支えあい体制
の再構築

これからの地域づくり

群馬県が目指す地域包括ケアシステム

○在宅医療の推進

システムを
コーディネート

それぞれの
サービスが連携

元気な高齢者が
「支え手」として活躍

・NPO ・ボランティア
・シルバー人材センター
・老人クラブ ・自治会 など

介護予防サポーター
認知症サポーター
傾聴ボランティア
居場所づくり など



基本目標

高齢者の誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づくり

17

○地域包括ケアシステムの構築

○介護予防の推進

○認知症施策の推進

○多様な福祉・介護サービス基盤の整備

○介護人材確保対策と資質の向上

【基本目標の実現に向けた５つの基本政策】

群馬県高齢者保健福祉計画



地域
づくり

医療・
相談

認知症
ケアの
質の
向上

若年性
認知症

群馬県の認知症施策（H29年度） 地域包括ケア推進室

地域支援
体制の構築

理解促進
普及啓発

早期診断・適切
な医療の提供
及び相談体制

の充実

基盤整備

介護人材育成

特有課題
への対応

◇認知症施策推進会議の開催
◇市町村担当者会議の開催

◆認知症への理解を深める県民運動推進（企業向けトップセミナー開催・応援大使事業）
◇認知症サポーター養成支援・キャラバンメイト養成研修会の開催
◇認知症普及啓発講演会（アルツハイマーデー記念講演会）の開催
◇９月を認知症理解促進月間と位置づけ

◇認知症疾患医療センターの設置（１３医療機関）
◇認知症コールセンターの充実（研修指導センターに設置）

◇かかりつけ医・認知症サポート医養成、認知症サポート医フォローアップ研修会の開催
◇認知症初期集中支援チーム員研修派遣・認知症地域支援推進員養成支援
◇歯科医師・薬剤師・看護職員・病院勤務の医療従事者等の認知症対応力向上研修

◇地域密着型サービスの整備の促進
◇認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 、認知症対応型通所介護等
◆認知症カフェ事業者意見交換会

◇認知症介護指導者養成（認知症介護研究・研修東京センターに派遣・一部補助）
◇認知症介護基礎研修、認知症介護実践者研修、認知症介護実践リーダー研修等

◇若年性認知症普及啓発研修の開催

◇若年認知症の面接相談・電話相談窓口の充実
◆若年性認知症支援コーディネーター設置

家族
支援 本人・家族支援

◇認知症の人と家族の会群馬県支部に補助
◇若年認知症ぐんま家族会への支援

認
知
症
の
人
と
そ
の
家
族
が
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
体
制
整
備
の
推
進

権利
擁護

高齢者の権利
擁護の促進

◇高齢者虐待に関する相談窓口の設置、高齢者虐待専門職チームの派遣
◇高齢者虐待防止対策研修会、虐待対応現任者研修会、権利擁護推進員養成研修会等の開催

◇ 市民後見人養成支援

◆新規事業等
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群馬県地域包括ケア推進庁内連絡会議

県が市町村と連携し地域包括ケアシステムの構築を推進するため、県庁
内関係各課の視点から、その取組の効率的かつ効果的な推進方策の検討及
び調整等を行う「地域包括ケア推進に係る庁内連絡会議」を設置する。

部 名 課 名

生活文化スポーツ部 県民生活課

こども未来部 こども政策課

県土整備部 住宅政策課

健康福祉部

健康福祉課

医 務 課

介護高齢課

保健予防課

障害政策課

薬 務 課

地域包括ケア推進室

＜目 的＞

＜構成員＞

＜開催日程＞ 年間４回：平成28年5月～実施

17名



NO

二
次
医
療
圏
域

センター
類型

設置者 病院名 所在地

1

前
橋

中核型 (国)群馬大学
群馬大学医学部附属
病院

前橋市昭和町3-39-15

2 地域拠点型 (医)中沢会 上毛病院 前橋市下大島町596-1

3 地域拠点型
(公財)老年病研
究所

老年病研究所附属病
院

前橋市大友町三丁目26-8

4

高
崎
安
中

地域拠点型 (医)山崎会 サンピエール病院 高崎市上佐野町796-7

5
渋
川
地域拠点型 (医)群栄会 田中病院 北群馬郡吉岡町陣場98

6
藤
岡
地域拠点型 (医)育生会 篠塚病院 藤岡市篠塚105-1

7
富
岡
地域拠点型 (医)大和会 西毛病院 富岡市神農原559-1

8
吾
妻

診療所型 (医)高仁会
吾妻脳神経外科循環
器科

吾妻郡東吾妻町大字原町
760-1

9
沼
田
地域拠点型 (医)大誠会 内田病院 沼田市久屋原町345-1

10 伊
勢
崎

地域拠点型 (医)原会 原病院 伊勢崎市境上武士898-1

11 地域拠点型
(公財)脳血管研
究所

美原記念病院 伊勢崎市太田町366

12
桐
生
地域拠点型 (医)岸会 岸病院 桐生市相生町2-277

13

太
田
館
林

地域拠点型 (医)頴原会 東毛敬愛病院 太田市上小林町230-1

20

①②③

④

⑤

⑥⑦

⑧

⑨

⑪ ⑩

⑫

⑬

群馬県認知症疾患医療セ
ンター指定状況(H28.6.1現在）
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若年性認知症支援コーディネーター H29新規

全県対象に１か所設置
群馬県認知症疾患医療センター(医)中沢会上毛病院

相談電話：０２７－２６６－１７４８

H29年6月～

障 害 者 就
業・生活支
援センター



９月は、
認知症理解
促進月間です。
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９月２１日は
世界アルツハイマーデー

H2３～
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H29新規

群馬のご当地

アイドル

あかぎ団

認知症アンバサダー

＜認知症アンバサダーとは＞
アンバサダー（英: ambassador）とは、 日本語で「大使」のことです。
認知症に関するイメージ向上と県民の理解を促進するため、県が委嘱する

ものです。



RUN伴+ぐんま

24

認知症になっても

安心して暮らせる

ぐんまへ

平成29年10月19日（木）・20日（金）

県内の4地域から たすきリレー

県庁でゴール！！

H2８～
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H27年度：あかぎ団ライブ＆映画

H28年度：映画で学ぼう！認知症

認知症になっても
暮らせる
地域づくりに
向けて♪
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認知症サポーター

ステップアップ講座 教材

企画･制作:群馬県立県民健康科学大学

地域連携センター・看護学部

教材１～教材7
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28

群馬県認知症高齢者等ＳＯＳネットワークフロー
＜行方不明の認知症高齢者等発生時＞ ＜他県等からの依頼への対応＞



様々な団体等との協働による
認知症啓発活動（H29年度）

日程 内容 協力団体

H29.6 群馬県警察と市町村の合同研修 群馬県警察本部

飲食業者が心がける認知症対策 飲食業生活衛生同業組合

H29.8 地域包括ケアと退職者互助会への期待
（認知症サポーター・市民後見人等）

群馬県庁退職者互助会

H29.9 認知症について正しく知ろう 群馬県女性相談所

認知症サポーター養成 群馬県消防学校

H29.10 認知症サポーター養成 ご当地アイドルあかぎ団

介護離職を考える前に知っておきたいこと
認知症サポーター養成

群馬県男女共同参画センター

H29.12
（予定）

認知症とともによりよく生きる社会に向けて、
今、企業ができること

群馬県産業経済部・一般企業等

29

色々なチャンネルで、認知症を！介護保険を！助けの手があることを！伝える

一人で悩まないで！！



認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）の概要
～ 認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて ～ （平成２９年７月５日一部修正）

・ 高齢者の約４人に１人が認知症の人又はその予備群。高齢化の進展に伴い、認知症の人はさらに増加
２０１２（平成２４）年 ４６２万人（約７人に１人） ⇒ ２０２５（平成３７）年 約７００万人（約５人に１人）

・ 認知症の人を単に支えられる側と考えるのではなく、認知症の人が認知症とともによりよく生きていくことがで
きるような環境整備が必要。

七

つ

の

柱

新オレンジプランの基本的考え方

認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮らし続け
ることができる社会の実現を目指す。

①認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進
②認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
③若年性認知症施策の強化
④認知症の人の介護者への支援
⑤認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進

⑥認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究
開発及びその成果の普及の推進

⑦認知症の人やその家族の視点の重視

・ 厚生労働省が関係府省庁（内閣官房、内閣府、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、法務省、文部科
学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省）と共同して策定

・ 策定に当たり認知症の人やその家族など様々な関係者から幅広く意見を聴取

・ 新プランの対象期間は団塊の世代が７５歳以上となる２０２５（平成３７）年だが、策定時の数値目標は、介護保険事業計画に
合わせて２０１７（平成２９）年度末等で設定されていたことから、第７期計画の策定に合わせ、平成３２年度末までの数値目標に
更新
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認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）数値目標の更新（H29.7.5発表）に係る検討

H28
国実績

H32
国新目標

H28国実績
の人口割
（÷60）

H28
県実績

H32国新目標の
人口割（÷60）

認知症サポーターの人数 880万人⇒ 1,200万人 146,667人 110,635人 200,000人

認知症カフェ等の設置 全市町村 14市町村
－

35市町村

認知症疾患医療センター 375か所⇒ 500か所 6.25か所 13か所 8.3か所

かかりつけ医認知症対応力向上研修
受講者（累計）

5.3万人⇒ 7.5万人 883人 548人 1,250人

認知症サポート医 0.6万人⇒ 1万人 100人 90人 166.7人

歯科医師認知症対応力向上研修受講
者

2.2万人 54人 － 366.7人

薬剤師認知症対応力向上研修受講者 4万人 77人 － 666.7人

看護職員認知症対応力向上研修受講
者

2.2万人 202人 － 366.7人

一般病院勤務医療従事者認知症対応
力向上研修受講者

9.3万人⇒ 22万人 1,550人 271人 3,666.7人

認知症介護指導者養成研修受講者 2.2千人⇒ 2.8千人 37人 37人 46.7人

認知症介護実践リーダー研修受講者 3.8万人⇒ 5万人 633人 491人 833.3人

認知症介護実践者研修受講者 24.4万人⇒ 30万人 4,067人 5,278人 5,000人

地域
づくり

医療
・

相談

認知症
ケアの
質の
向上

■本人と家族への支援 ■若年性認知症 ■権利擁護といった課題や市町村事業支援にも、力を入れて取り組んでいる。

認知症の人とその家族が地域で安心して暮らせる体制整備の推進

・認知症疾患医療センター
運営

・サポート医・かかりつけ医
研修

・歯科医師・薬剤師・看護職
員研修

・病院勤務の医療従事者研
修

・キャラバンメイト・サポー
ター養成
・認知症カフェ支援

・認知症介護指導者・介護実
践リーダー・介護実践者研修

対応する県の施策

実は、群馬県はまだまだ伸び代たっぷり！！
認知症の方もご家族も暮らしやすい群馬県を目指します！！



地域包括ケアシステムの構築は

「地域づくり」です
誰もが住み慣れた地域(場所）で

安心して暮らせる地域を作るため、
皆さんの知恵と心を結集して取り組みましょう。

ご清聴ありがとうございました。
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